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労働行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら

には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。働くことに

より労働者が健康を損なうようなことはあつてはならないものであり、この医学的知見を踏まえ

ますと、労働者が疲労を回復することができないような長時問にわたる過重労働を排除していく

とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を

適切に実施することが重要です。

これを受け、平成14年2月12日付け基発第0212001号 f過重労働による健康障害防止のため

の総合対策について」(以下 f旧総合対策」という。)及び旧総合対策の廃止に伴い新たに策定さ

れた平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策

について」(以下「総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところですが、働き

方の多様化が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる

問題が依然として深刻な状態です。

このため、今般、長時聞労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進する

ための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、労働基準法(昭和22年法

律第四号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働時間等の設定の改善に関する特別

措置法(平成4年法律第90号)等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間

労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行わ

れ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。

今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、別紙1のとおり総合対

策の見値しを行いましたので、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、

会員その他関係事業場に対し、本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち事業者が講ずべき

措置の実施の指導につき特段の御配慮を賜りますようぉ願いいたします。
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1 目的

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら
0

には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くこと

により労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知

見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労

働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者

の健康管理に係る措置を適切に実施す,ることが重要である。

このため、厚生労働省においては、平成14年2月から「過重労働による健康障害防止

のための総合対策」(以下「旧総合対策」という。)及び旧総合対策の廃止に伴い新たに策

定した平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のため

の総合対策について」(以下「総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進してきたと

ころであるが、働き方の多様化が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働

者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、平成 27

年12月から労働者のメンタルヘルス不調の一次予防を目的とした「ス.トレスチェック制

度」が導入されている。

また、社会問題となっている過労死等を防止するため、議員立法として制定された過労

死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)が、平成26年Ⅱ月1日から施行され、

同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成30年7月24日閣議決

定)においては、労働行政機関等における対策、調査研究、啓発、相談体制の整備及び民

問団体の活動に対する支援の5つの対策を重点的に実施していくことが示されている。

さらに、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進する

ための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、労働基準法(昭

和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働時間等の設定の

改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)等が改正され、罰則付きの時間外労働

の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間イソターバル

制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行さ

れたところである。

本総合対策は、上記の労働基準法(以下「労基法」という。)、労働安全衛生法(以下「安

衛法」という。)等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合対策に基づく措置との整合性及び一貫

性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措置(別添「過重労働による健康障害を防止するため

事業者が講ずべき措置」をい%以下同じ。)を定めるとともに、当該措置が適切に講じ

られるよう国が行う周知徹底、指導等の所要の措置をとりまとめたものであり、これらに

より過重労働による健康障害を防止することを目的とするものである。

過重労働による健康障害防止のための総合対策
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ある労働者側に対しても必要な指導を行う。

(2)裁量労働制に係る周知指導

裁量労働制に係る届出がなされた際には、労働基準監督署の窓口において、リーフレ

ツト等を活用して、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導する。

(3)労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置

自主点検等から、特に時間外労働が長い等、改善が必要とされる事業場に対しては、

働き方・休み方改善コンサルタント等を活用し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取

得促進とともに、勤務間インターバル制度の趣旨を説明し導入を促す。

4 過重労働による健康障害防止のための監督指導等

時間外・休日労働時間 q木憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合

におけるその超えた時間をいう。以下同じ。)が1月当たり妬時間を超えでぃるおそれ

がある事業場又は労基法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(以下「高度プ

ロフェッシ"ナル制度適用者」という。)に対しては、次のとおり指導する。

(1)産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会等の設置及

び活動状況を確認.し、必要な指導を行う。

(2)健康診断、健康診断結果にっいての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保

健指導等の実施状況について確認、し、必要な指導を行う。

(3)安衛法第66条の8の3に基づき、裁量労働制の適用者や管理監督者を含む全ての労

働者(ただし、高度プロフェッシ"ナル制度適用者を除く。)の労働時間の状況の把握

(別添の5の(2)のアに掲げる措置をいう。)の状況について確認するとともに、時

間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の当該超えた時間に関する情

報に係る産業医への提供及び当該労働者本人への通知(別添の5の(2)のイに掲げる

措置をいう。)の状況についても確認の上、安衛法第66条の8第1項、第66条の8の

2第1項又は第66条の9の規定等に基づく長時間労働者に対する面接指導等(医師に

よる面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。)及びその実施後の措置等

(別添の5の(2)のウに掲げる措置をい勺。)を講じるよう指導を行う。

(4)(3)・の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備(別添の5の(2)の工

に掲げる措置をいう。)の状況について確認し、必要な指導を行う。

(5)労基法第41.条の2第1項第3号に基づく健康管理時問を把握する措置を確認し、安

衛法第66条の8の4第1項又は第66条の9の規定等に基づく高度プロフェッシ,ナ

ル制度適用者への面接指導及びその実施後の措置等(別添の5の(3)のウに掲げる措

置をいう。)が講じられていない場合は必要な指導を行う。

(6)(5)の面接指導が円滑に実施されるよう、手続等の整備(別添の5の(3)の工に

掲げる措置をいう。)の状況について確認し、必要な指導を行う。

(フ)労基法第41条の2第1項第4号に基づく休日確保措置、同項5号に基づく選択的措
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1 趣旨

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら

には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くこと

により労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、当該医学的知

見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労

働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者

の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、厚生労働省においては、平成14年2月から「過重労働による健康障害防止

のための総合対策」(以下「旧総合対策」という。)及び旧総合対策の廃止に伴い平成'18

年3月、17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策にっ

いて」により新たに策定された「過重労働による健康障害防止のだめの総合対策(以下「総

合対,策」という。)」に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、働き方の多様化

が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問

題が深刻化しており、これに的確に対処するため、長時間労働の是正等の働き方改革の推

進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法

律第71号)により、労働基準法(H召和22年法律第49 号。以下「労基法」'という。)、労

働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働時間等の設定の

改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)

等が改正され、罰則付.きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による

面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定

を除き、平成31年4月1日から施行されたところである。

本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害を防止すること

を目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定めたものである。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

2時間外・休日労働時間等の削減

(D 時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・休日労働時間

(休憩時問を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時

間をいう。以下同じ。)が1月あたり45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾

患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られている。このようなことを踏ま

え、事業者は、労基法第36条に基づく協定(以下「36協定」という。)の締結に当た

つては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者ととも

にその内容が「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日

の労働にっいて留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)

(別添)
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労働時間等設定改善法第4条第1項に基づく、労働時問等設定改善指針(平成20年厚

生労働省告示第108号。以下「改善指針」という。)においては、事業主及びその団体が

労働時間等の設定の改善(労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、

終業から始業までの時間その他の労働時問等に関する事項にっいて労働者の健康と生活

に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善することをいう。)にっいて適

切に対処するために必要な事項を定めている。今般の働き方改革関連を推進するための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、改善指針が改正されたととろであり、事業者

は、過重労働による健康障害を防止する観点から、労働時間等設定改善法及び改善指針に

留意しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

特に、労働時間等設定改善法において努力義務として規定された勤務間オンターバル

制度は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するための'ものであり、過重労働による健康

障害の防止にも資することから、事業者はその導入に努めるものとする。

5 労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1)健康管理体制の整備、健康診断の実施等

ア健康管理体制の整備

(ア)事業者は、安衛法に基づき、産業医、衛生管理者、衛生推進者等を選任し、その者

に事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせる等健康管理に関する体

制を整備するものとする。

なお、常時使用する労働者が50人未満の事業場の場合には、産業保健総合支援セ

ンターの地域窓口(以下「地域産業保健センター」どいう。)の活用を図るものとす

る。

q)事業者は、安衛法第13条の規定等に基づき、産業医に対し、以下の情報を提供す

るものとする。なお、労働者数が50人未満の事業場であって、同法第 13条の2の

規定に基づき、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医

師又は保健師(以下「医師等」という。)を選任した事業者は、以下の情報を医師等

に提供するよう努めるものとする。

a 既に講じた健康診断実施後の措置、長時問労働者若しくは高度プロフェッショナ

ル制度適用者に対する面接指導実施後の措置若しくは労働者の心理的な負担の程

度を把握するための検査の結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとす

る措置の内容に関ずる情報にれらの措置を講じない場合にあっては、その旨及び

その理由)

b 時間外・休日労働時聞が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働

者に係る当該超えた時問に関する情報又は健康管理時間(労基法第41条の2第1

項第3号の規定等に基つメ、事業場内にいた時問と事業場外において労働した時

問との合計の時間をいう。以下同じ。)が、1週間当たり40時間を超えた場合にお
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e 面接指導等を実施する場合における「事業場で定める必要な措置の実施に関す

る基準」の策定に関すること

f 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関する

こと

(高度プロフェッショナル制度適用者について(ただし、労基法第41条の2第1

項にの規定する委員会(以下「労使委員会」という。)において、調査審議が行

われている場合はこの限りでないものとする。))

3 健康管理時間の把握に関すること

、面接指導の実施方法及び実施体制に関すること

1 面接指導の申出が適切に行われるための環境整備に関すること

j 面接指導の申出を行ったごとにより当該適用者に対して不利益な取扱いが行わ

れることがないようにするための対策に関すること

k 休日確保措置、選択的措置及び健康・福祉確保措置に関すること

<メンタルヘルス対策に係る事項>

.労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成 27年健康保持増進のための
ノ

指針公示第6号。以下「メンタルヘルス指針」という。)において、衛生委員会

等で調査審議することとされている以下の事項等

仏)事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

(b)心の健康づくり計画の策定に係る事項

(C)心の健康づくりの体制の整備に関すること

(d)事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

(e)メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用

に関すること

①労働者の健康情報の保護に関すること

(8)心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

(h)その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

b 心理的な負担の程度を把握ずるための検査及び面接指導の実施並びに面接指

導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年8月22日心理

的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号。以下「ストレスチェッ

ク指針」という。)において、衛生委員会等で調査審議することとされている以

下の事項等 ;ノ

(a)ストレスチェック制度の目的に係る周知方法

(b)ストレスチェック制度の実施体制

(0 ストレスチェック制度の実施方法

(d)ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法

(0)ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
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的健康診断制度や、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第26条に基づ

く血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者を対象とした二次健康診断

等給付制度の活用について、労働者への周知に努めるものとするとともに、労働者か

らこれらの制度を活用した健康診断の結果の提出があったときには、安衛法第66条

の5に基づく事後措置についても講ずる必要があることについて留意するものとす

る。

ウ健康教育等

事業者は、安衛法第69条に基づき、労働者の健康保持増進を図るための措置を継続

的かつ計画的に実施するものとする。

(2)長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等(高度プロフェ

ツショナル制度適用者を除く。)

ア労働時間の状況の把握

事業者は、安衛法第66条の8の3の規定等に基づき、タイムカードによる記録、パ

ーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間(ログイソからログァウトまでの

時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を

把握するものとする。

イ産業医及び労働者への労働時間に関する情報の通知

事業者は、産業医に対し、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働

者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時問に関する情報を提供するものとし、加

えて、当該労働者本人に対し、当該超えた時間に関する情報を通知するものどする。

なお、労働者が自らの労働時間に関する情報を把握し、健康管理を行う動機付けとす

る観点から、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えない労働者から、'労働

時間に関する情報について開示を求められた場合には、これに応じることが望ましい

ものとする。

ウ面接指導等の実施等

(ア)事業者は、安衛法第 66条の8又は第66条の9の規定等に基づき、労働者の時間

外・休日労働時間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。

a 時間タレ休日労働時間が1月当たり 80時間を超える労働者であって、申出を行

つたものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとする。

b 時問外・休日労働時間が1月当たり80時問を超える労働者(aに該当する労働者

を除く。)については、申出がない場合であっても面接指導等を実施するよう努め

るものとする。

C 時間外・休日労働時間が1月当たり 45時間を超える労働者で、健康への配慮が

必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいものとす

る。

(イ)事業者は、労基法第36条第Ⅱ項に規定する業務に従事する労働者(以下「研究
イ
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上記5の a)の(オ)の<長時間労働者等に対する面接指導等に係る事項>の0か

らf主での事項について調査審議を行うものとする。また、この結果に基づく必要な

措置を講ずるものとする。

q)事業者は、上記ウの(ア)の 0 又は(イ)の b の面接指導を実施するに当たって

は、その実施方法及び実施体制に関する事項に、

a 申出を行う際の様式の作成

b 申出を行う窓口の設定

等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出を行いやすくする観点から、そ

の周知徹底を図るものとする。

オ常時使用する労働者が50人未満の事業者の対応

常時使用する労働者が50人未満の事業者においても、上記(2)のアから工までの

措置を実施する必要があるが、ウについては、近隣に専門的知識を有する医師がいない

等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指導を実施することが困難な場合には、

地域産業保健センターの活用を図るものとする。

また、当該事業場において工の手続等の整備を行う場合には、事業者は、労働安全衛

生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第23条の2.に基づき

設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するように努めるものとする。

なお、地域産業保健セソターで実施する面接指導を、事業者の指示等により対象者が

受ける場合には、安衛法第66 条の8第2項(同法第66条の8の2第2項において準

用する場合を含む。)に規定する事業者が指定した医師が行う面接指導に該当すること

となるが、この場合、事業者は、対象となる労働者の勤務の状況(例えは値近1ケ月の

総労働時間、時問外・休日労働時間、業務内容等)を記した書面を当該医師に提出する

とともに、安衛則第52条の6に基づき当該面接指導の結果を記録し保存しておくもの

とする。

(3)高度プロフェッショナル制度適用者に対する面接指導等

ア健康管理時間の把握

事業者は、高度プロフェッショナル制度適用者について、タイムカードによる記録、

パーソナルコソビューター等の電子計算機の.使用時間の記録等の客観的な方法により、

健康管理時間を把握するものとする。

イ産業医~の健康管理時間に関する情報提供及び高度プロフェッシ"ナル制度適用者

への健康管理時間の開示

事業者はイ産業医に対し、 1週間当たりの健康管理時間が、 40時間を超えた場合に

おけるその超えた時間について1月当たり80時間を超えた高度プロフェッショナル制

度適用者の氏名及び当該適用者に係る当該超え、た時間に関する情報を提供するものと

する。

また、事業者は高度プロフェッショナル制度適用者について、当該適用者の健康管理

1
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オ常時使用する労働者が50人未満の事業者の対応

常時使用する労働者が50人未満の事業者は、上記アから工の措置を実施する必要が

あるが、上記ウについては、事業者が選任した医師による面接指導の実施が困難な場合

には、地域産業保健センターの活用を図るものとする。

また、当該事業場において上記工の手続等の整備を行う場合には、事業者は、安衛則

第23条の2に基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するように努め

るものとする(ただし、労使委員会において調査審議が行われてぃる場合はこの限りで

ないものとする。)。

なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により高度プロ

フェッショナル制度適用者が受ける場合には、安衛法第66条の8の4第2項において

準用する同法第66条の8第2項に規定する事業者が指定した医師が行う面接指導に該

当することとなるが、この場合、事業者は、対象となる高度プロフェッシ,ヨナル制度適

用者の勤務の状況(例えは直近1月の健康管理時間、1週間当たりの健康管理時問が40

時間を超えた場合における1月当たりのその超えた時間又は業務内容等)を記した書

面を当該医師に提出する.とともに、安衛則第52条の7の4において準用する同則第52

条の6の規定に基づき当該面接指導の結果を記録し保存してお,くものとする。

力選択的措置及び健康・福祉確保措置

事業者は、高度プロフェッショナル制度適用者に対する休日確保措置、選択的措置及

び健康・福祉確保措置について、労使委員会で決議した内容に基づき実施するものとす

る。

(4)メンタルヘルス対策の実施

アメンタルヘルス対策の実施 入

「メンタルヘルス指針」に基づき、衛生委員会等における調査審議を通じて策定した

「心の健康づくり計画」に基づき、事業者は、心の健康問題の特性を考慮しつつ、健康

情報を含む労働者の個人情穀の保護及び労働者の意思の尊重に留意しながら、労働者

の心の健康の保持増進のための措置を実施するものとする。

具体的には、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じてメンタルヘ

ルス不調を未然に防止する一次予防、メソタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置

を行う二次予防、メソタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援を行う三次予防

に取り組むものとする。

また、教育研修、情報提供並びに「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産

、業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の4つのメンタルヘル

スケアが継続的かつ計画的に行われるようにするものとする。

イストレスチェックの実施

安衛法第66条の 10 により、事業者は、常時使用する労働者に対して1年以内ごと

に 1回、ストレスチェックを実施.し、申出のあった高ストレス者に対して医師による面


